
ニの１ニの２ホ

測
量
に
関
す
る
実
務
の
経
歴

事
務
所
又
は
業
務
所

名
称

従
事
し
た
主
な
測
量
作
業

作
業
種
類

測
量
士
試
験
・
測
量
士
補
試
験

備
考
１
測
量
士
又
は
測
量
士
補
の
文
字
の
一
方
を
消
す
こ
と
。

２
測
量
法
第
50条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
該
当
者
は
ロ
、
ハ
、
ニ
の
１
、
ニ
の
２
の

欄
、同
法
第
50条
第
４
号
又
は
同
法
第
51条
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
該
当
者
は
ロ
、

ハ
の
欄
、
同
法
第
50条
第
５
号
又
は
同
法
第
51条
第
４
号
の
該
当
者
は
ロ
、ホ
の
欄
に
、

そ
れ
ぞ
れ
該
当
事
項
を
記
入
す
る
こ
と
。

３
ハ
又
は
ニ
の
１
の
欄
の
記
入
事
項
に
つ
い
て
は
証
明
書
又
は
誓
約
書
を
添
え
る
こ
と
。

４
ニ
の
２
の
欄
に
は
従
事
し
た
主
要
な
測
量
作
業
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
。

５
※
印
欄
は
〇
を
つ
け
て
区
別
す
る
こ
と
。

６
ü
印
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

測
量
士
補
が
測
量
士
と
な
る
場
合
の
記
入
欄

所
在
地

作
業
地
域

測
量
に
関
す
る
経
歴

作
業
方
法

合
格
証
書
日
付

年
月

日

経
験
年
数

年
月
日
か
ら

年
月
日
ま
で

計

従
事
技
術

測
量
士
補
登
録
番
号
第

号

登
録
免
許
税
納
付
書
・
領
収
証
書
は
り
付
け
欄

期
間

年
月

作
業
場
所

※
証
明
区
分

証
明
書

作
業
期
日か
ら
ま
で

か
ら
ま
で

か
ら
ま
で

か
ら
ま
で

か
ら
ま
で

か
ら
ま
で

合
格
証
書
番
号
第

号

年
月
日
登
録

誓
約
書

備
考

別
表
第
七
第
二
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
二
面
）

平成˜Ÿ年š月š˜日 金曜日 (号外第�›号)官 報
５

平
成
十
九
年
一
月
一
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
で
あ
っ
て
同
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は

改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
の
指
示

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
船
舶
区
画
規
程
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

現
存
船
で
あ
っ
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
区
画
規
程
（
次
項
に
お
い
て「
旧
区
画
規
程
」と
い
う
。）

第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
バ
ル
ク
キ
ャ
リ
ア
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
区
画
規

程
（
次
項
に
お
い
て
「
新
区
画
規
程
」
と
い
う
。）第
一
条
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
バ
ル
ク

キ
ャ
リ
ア
で
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
同
令
、
新
設
備
規
程
及
び
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
特
殊
貨
物
船
舶
運
送

規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

現
存
船
で
あ
っ
て
旧
区
画
規
程
第
一
条
の
五
に
規
定
す
る
バ
ル
ク
キ
ャ
リ
ア
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
区
画

規
程
第
百
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

現
存
船
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

平
成
十
九
年
一
月
一
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
後
の
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

平
成
十
九
年
一
月
一
日
前
に
建
造
さ
れ
、
又
は
建
造
に
着
手
さ
れ
た
船
舶
で
あ
っ
て
同
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は

改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
の
指
示
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
船
舶
救
命
設
備
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

現
存
船
に
備
え
付
け
る
救
命
艇
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
救
命
設
備
規
則
（
次
項
に

お
い
て
「
新
救
命
規
則
」
と
い
う
。）第
六
十
二
条
及
び
第
六
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

現
存
船
に
つ
い
て
は
、
新
救
命
規
則
第
六
十
六
条
の
二
、
第
七
十
一
条
の
二
及
び
第
九
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、

当
該
船
舶
に
つ
い
て
施
行
日
以
後
最
初
に
行
わ
れ
る
定
期
検
査
又
は
中
間
検
査
の
時
期
ま
で
は
、
適
用
し
な
い
。

３

現
存
船
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
主
要
な
変
更
又
は
改
造
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
変
更
又
は
改
造
後
は
、

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
海
官
庁
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
三
十
二
号

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
十
号
）
及
び
登
録
免
許
税
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
百
二
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
得

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
海
事
補
佐
人
登
録
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

海
事
補
佐
人
登
録
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
総
理
庁
令

運
輸
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
登
録
免
許
税
の
額
に
相
当
す
る
額
の
収
入
印
紙
又
は
登
録
免
許
税
の
納
付
に
係
る
領

収
証
書
を
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
条

削
除

（
測
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

測
量
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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